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篠路破砕工場直流電源装置修繕業務 仕様書 

 
１ 業務名 

  篠路破砕工場直流電源装置修繕業務 

 

２ 業務履行場所 

  篠路破砕工場（札幌市北区篠路町福移１５３番地） 

 

３ 業務期間 

  着手日から令和 4 年 8 月 1 日まで 

 

４ 業務の概要 

  本業務は、篠路破砕工場電気室に設置されている故障した直流電源装置を撤去新

設し、篠路破砕工場の受電設備の制御電源の維持を図るものである。 

 

５ 業務内容 

(１) 現在、篠路破砕工場電気室に直流電源装置が設置されている。別紙盤仕様に

よる更新盤を製作し、既設盤を撤去し、設置すること。設置後、既設配線

（一次側及び二次側）を接続し機能復旧すること。 

(２) 現在設置されている直流電源装置は故障により停止しており、篠路清掃工場

に設置されている直流電源装置を仮設利用している。当該仮設配線の既設直

流電源装置内配線を離線し、端末処理をすること。 

(３) 交換作業は 1 日間で行うこととし、篠路破砕工場が休止する日曜日又は委託

者が指定する日に行うこと。なお篠路破砕工場の停電作業及び復電作業につ

いては委託者で行う。 

(４) 撤去した既設破砕工場直流電源装置は、受託者が適切に廃棄物処理すること。 

 

６ 業務責任者及び主任技術者等 

(１) 受託者は、業務責任者及び主任技術者をもって秩序正しく業務を行わせるこ

と。 

(２) 自家用電気工作物かつ最大電力 500kW 以上の需要設備での作業を行うにあた

り、電気保安技術者を置くこととし、電気主任技術者又は１級電気工事施工

管理技士の資格を有するものとすること。 
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７ 提出書類 

業務にあたり受託者が提出する書類は下記のとおりとする。 

（１）業務着手時に提出する書類 

  ①業務着手届   2 部 

  ②主任技術者等指定通知書 2 部 

  ③電気保安技術者指定通知書 2 部 

④業務工程表   2 部 

（２）業務完了時に提出する書類 

①業務完了届   2 部 

②業務報告書   2 部 

 

８ その他 

(１) 業務の実施にあたっては、あらかじめ業務計画書を札幌市に提出し、承諾を

得ること。 

(２) 受託者の責に帰すべき事由により、業務中又は業務遂行後に生じた故障・破

損及び事故等については、一切を受託者の責任において処理すること。 

(３) 関係機関等に報告義務の有するものは受託者の負担で代行すること。 

(４) 本委託業務の実施においては、環境負荷の低減に努めること。 

(５) 業務における新型コロナウイルスの感染予防対策について 

ア  業務中は、アルコール消毒液の設置やマスク着用、手洗い・うがいなど、

感染予防の対応を徹底するとともに、朝・夕の検温など作業従事者等の健

康管理に留意すること。 

イ  コロナウイルス感染症の感染者(感染の疑いのある者を含む)及び濃厚接

触者があることが判明した場合は、速やかに発注者に報告するなど、連絡

体制の構築を図ること。 

ウ  業務の履行に当たっては、極力「三つの密（密閉・密集・密接）」の回

避を図ること。現場における朝礼・点呼、各種打合せ、着替えや食事休憩、

密室・密閉空間における作業においては、他の作業員と一定の距離を保つ

配慮をすること。 



















令和3年度

役 務 積 算 書 （ 見 積 参 考 ）

業務名　 篠路破砕工場直流電源装置修繕業務

　本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計
書の一部を、見積もり算定の参考として提示するもので、契
約上これを拘束するものではありません。

令和4年1月　単価適用

札幌市環境局環境事業部



第1号内訳書　　

名称 仕様 単位 数量 単価 金額 適用

篠路破砕工場直流電源装置修繕業務

（１）制御弁式据置鉛蓄電池 式 1

（２）蓄電池盤 式 1

（３）サイリスタ整流器 式 1

（４）搬入搬出据付費 式 1

（５）既設処理費 式 1

小計

消費税相当額

合計

篠路破砕工場直流電源装置修繕業務


